
年収の壁・
支援強化パッケージとは

令和５年度
神奈川県石油業協同組合
働き方改革推進支援事業



年収の壁とは

106万円

130万円

103万円

150万円



被扶養者でなくなると
保険料負担が発生する



手取りが減らしたくないから
働く時間を少なくする



「年収の壁」への当面の対応策
（「年収の壁・支援強化パッケージ」）

130万円の壁への対応



１０６万円の壁への対応①



１０６万円の壁への対応②

①標準報酬月額10.4万円（報酬月額が101000円以上～107000円未満）以下の労働者

②特定適用事業所（厚生年金保険被保険者数常時101人以上の事業所）に雇用される短時間労働者
に限らない

③すでに社会保険に適用されている労働者に支給することもできる

④社会保険適用促進手当として標準報酬月額等の算定から除外できるのは本人負担分の社会保険
料（健康保険・厚生年金保険・介護保険）相当額が上限であり、労働者ごとに異なる

⑤事業主の判断により、毎月支給することも、社会保険料の数ヵ月分をまとめて支給することも
できる

⑥標準報酬月額等の算定から除外できるのは、労働者ごとに最初の対象月から2年間が期間の上限
※令和５年度の厚生年金保
険料率18.3％、健康保険料
率（協会けんぽの全国平
均）10.0％、介護保険料率
1.82％の場合の本人負担分
保険料相当額



キャリアアップ助成金の
併用メニュー



１３０万円の壁への対応



最低賃金が上がって困った



「130 万円の壁」への対応
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化



１３０万円の壁 OKとNG

• 令和５年１０月２０日以降の認定から適用

• 認められる収入の上限は？

• 基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今
後も引き続き収入が増えることが確実な場合は認められない

• 時間外勤務（残業）や臨時的に支払われる繁忙手当など、業務の量
が増加したことによる収入増が認定の対象

• ダブルワークの場合は、一時的に年間収入が１３０万円以上になっ
た主な原因の事業所が証明する
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